
 すみだ生涯学習センター条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２４年１２月１１日 

 

                    墨田区長  山  﨑    昇 

                                  

墨田区条例第５４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   すみだ生涯学習センター条例の一部を改正する条例 

すみだ生涯学習センター条例（平成６年墨田区条例第２５号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条中「享受」の次に「することが」を加える。 

 第２条中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号を第７号とする。 

 第３条第１号中エを削り、オをエとし、カをオとし、キをカとし、クをキとし、ケ

をクとし、コをケとする。 

 第５条第１項中「エ」を「ウ」に、「の施設」を「に掲げる施設」に改める。 

 第６条第３号中「き損」を「毀損」に改める。 

 第７条の見出しを「（使用料）」に改め、同条第１項中「又は別表第２」及び「又 

は観覧料（以下「使用料等」という。）」を削り、「、当該」を「当該」に改め、同

条第２項中「使用料等」を「使用料」に改める。 

 第８条の見出し中「使用料等」を「使用料」に改め、同条中「収めた使用料等」を

「納めた使用料」に改める。 

 第１２条第３号中「の使用」を「を使用すること」に改める。 

 第１３条中「又は」を「、又は」に改める。 

 第１３条の２第１項中「別表第３」を「別表第２」に改める。 

別表第２を削り、別表第３を別表第２とする。 

   付 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 


